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平成 30 年 5 月 23 日 (水 ) 
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１ 開会 

２ 野田総務大臣挨拶 

３ 坂井総務副大臣挨拶 

４ 小倉総務大臣政務官挨拶 

５ 座長挨拶 

６ 検討会構成員紹介 

７ 議事 

（１）地方税財政の現状等 

（２）自由討議 

８ 閉会 

 

 

配布資料 

（資料１）「地方法人課税に関する検討会」開催要綱（案）              

（資料２）地方税財政の現状等 

（資料３）地方法人課税における税源の偏在を是正する 

     新たな措置に向けた検討について 

    （石井委員提出資料） 



 

 

「地方法人課税に関する検討会」開催要綱（案） 

 

 

１．趣  旨 

与党税制改正大綱等を踏まえ、地方財政審議会に「地方法人課税に関する

検討会」を設置し、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置

等について検討を行う。 

 

２．名  称 

 本検討会は、「地方法人課税に関する検討会」（以下「検討会」という。）と称す

る。 

 

３．構  成 

  地方財政審議会委員、別紙に掲げる地方財政審議会特別委員（関連する分

野の学識経験者として、地方財政審議会令第２条第２項に基づき総務大臣が任

命）及び地方公共団体関係者をもって、検討会を構成する。 

 

４．運  営 

（１）検討会に座長を置き、地方財政審議会会長がこれを務める。 

（２）検討会は、座長が運営する。 

（３）検討会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

（４）検討会の会議は、原則として公開しないが、会議終了後、配付資料を公表

するとともに、必要に応じブリーフィングを行う。また、速やかに会議の議事概

要を作成し、これを公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 

地方法人課税に関する検討会 

 

 （地方財政審議会委員） 

 ◎堀場 勇夫   会長 

 植木 利幸    

 鎌田  司    

 中村 玲子   

 宗田 友子   

 

 （地方財政審議会特別委員） 

   上村 敏之   関西学院大学学長補佐・経済学部教授 

  小西 砂千夫  関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授 

  関口  智   立教大学経済学部教授 

  中里  透    上智大学経済学部准教授 

  渕   圭吾   神戸大学大学院法学研究科教授 

  吉村 政穂    一橋大学大学院法学研究科教授 

 

（地方公共団体関係者） 

石井 隆一   富山県知事（全国知事会） 

  三木 正夫   長野県須坂市長（全国市長会） 

  汐見  明男    京都府井手町長（全国町村会） 

（◎は座長） 

 

（敬称略） 

別 紙 



地方税財政の現状等

資 料 ２



現行地方税制とこれまでの偏在是正の取組
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（注）１　各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。

　　　２　国税は予算額（特別会計を含む）、地方税は、超過課税及び法定外税等を含まない。

　　　３　国税は地方法人特別税を含み、地方税は地方法人特別譲与税を含まない。
　　　４　計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

〔
地
方
税
内
訳
〕

国税・地方税の税収内訳（平成30年度予算・地方財政計画額）

個人市町村民税

36.6％

79,833億円

個人

道府県民税

27.4％

48,402億円

個人住民税
32.5％

128,235億円

所得税

30.3％

190,200億円

法人市町村民税

9.1％

19,915億円

地方

法人二税

26.5％

46,904億円

地方法人二税

16.9％

66,819億円

法人税

19.4％

121,670億円

地方消費税

26.6％

47,068億円

地方消費税

11.9％

47,068億円

消費税

27.9％

175,580億円

固定資産税

41.0％

89,434億円

固定資産税

22.6％

89,434億円

自動車税

8.6％

15,258億円

軽油引取税

5.4％

9,492億円

都市計画税

6.0％

13,043億円

その他

7.3％

15,867億円

その他

5.5％

9,806億円

その他

16.0％

63,466億円

その他

22.4％

140,982億円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000１０兆円 ２０兆円 ３０兆円 ４０兆円 ５０兆円 ６０兆円

・法人住民税 6.7％ 26,463億円

・法人事業税 10.2％ 40,356億円

・揮発油税 25,793億円
(地方揮発油税を含む)

・地方法人特別税 20,260億円

・相続税 22,400億円

・酒税 13,110億円

・印紙収入 10,540億円

・たばこ税 8,740億円
（このほか、たばこ特別税 1,288億円）

・自動車税 15,258億円

・都市計画税 13,043億円

・地方たばこ税 10,021億円

・軽油引取税 9,492億円

国 税

628,432億円

地方税合計

395,022億円

道府県税

176,930億円

市町村税

218,092億円

〔
地
方
税
内
訳
〕
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　　（注）１　表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。
　　　　　２　平成28年度までは決算額、29年度は推計額（H29.12時点）、30年度は地方財政計画額である。
　　　　　３　括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を含めたものである。
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　　　　　　 （注）　１　表中における計数は、超過課税を含まない。

            　２ 平成28年度までは決算額、29年度は推計額（H29.12時点）、30年度は地方財政計画額である。

　　　 　   　３ 地方法人二税の平成21年度以降の点線は、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を加算した額。

　         　     （㉑ 0.6兆円、㉒ 1.4兆円、㉓ 1.5兆円、㉔ 1.7兆円、㉕ 2.0兆円、㉖ 2.4兆円、㉗ 2.1兆円、㉘1.8兆円、㉙1.9兆円、㉚2.0兆円）
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主要税目（地方税）の税収の推移

地方法人二税

固定資産税

地方消費税
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所得譲与税
3.0兆円
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84.2
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最大／最小：２．４倍
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最大／最小：２．３倍
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個人住民税

最大／最小：２．６倍
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※上段の「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額である。

※地方消費税については、平成28年度決算における清算前の税収を、平成28年度に適用される清算基準に基づき清算を行った場合の理論値である。
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H9.7.8 地方分権推進委員会 第２次勧告（抜粋）

第４章 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保

Ｖ 地方税財源の充実確保

1．地方税

(1) 地方税の充実確保

○ 今後、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより

拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化するという観点から、国と地方公共

団体との役割分担を踏まえつつ、中長期的に、国と地方の税源配分のあり方についても検討しな

がら、地方税の充実確保を図っていく必要がある。

この場合、生活者重視という時代の動向、所得・消費・資産等の間における均衡がとれた国・地

方を通じる税体系のあり方等を踏まえつつ、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方

税体系の構築について検討していく必要がある。これらの検討と併せて、地方税と国庫補助負担

金、地方交付税等とのあり方についても検討を加える必要がある。
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偏在是正に関連する主な税制改正

平成
９年度 消費税率引上げ（３％→５％）

・地方消費税の創設 ※消費譲与税を廃止

16～19年度 三位一体の改革
・３兆円の税源移譲（所得税→個人住民税） ※平成16～18年度は所得譲与税

・個人住民税所得割の10％比例税率化

20年度 地域間の財政力格差拡大への対応
・地方法人特別税・譲与税制度の創設（法人事業税を一部国税化）

26年度 消費税率引上げ（５％→８％）
・法人住民税法人税割の一部交付税原資化
・地方法人特別税・譲与税の規模を２／３に縮小（法人事業税への一部復元）

31年度 消費税率引上げ（８％→10％）
・法人住民税法人税割の更なる交付税原資化
・地方法人特別税・譲与税の廃止（法人事業税への復元）

8



地方消費税の創設・拡充

「わが国税制の現状と課題－２１世紀に向けた国民の参加と選択－」（抄）（平成12年７月14日 政府税制調査会）

第二 個別税目の現状と課題

三 消費課税

５. 地方消費税

(4) 今後のあり方
地方消費税は、清算を行うことにより税収の偏在性が少なく、また、安定性にも富んでおり、地方分権の

推進や少子・高齢化の進展等に伴う幅広い行政需要を賄う税として、重要な役割を果たしています。
…（中略）…

また、地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実等のために創設されたものであり、福祉・教育な
ど幅広い行政需要を賄う税として、今後、その役割がますます重要なものになっていくと考えられます。

平成９年度（創設） 平成２６年度～
平成３１年１０月～

標準税率 軽減税率

消費税＋地方消費税 ５％ ８％ １０％ ８％

消費税 ４％ ６.３％ ７.８％ ６.２４％

地方消費税
（※消費税率換算）

１％ １.７％ ２.２％ １.７６％

地方消費税率 １００分の２５ ６３分の１７ ７８分の２２

＜消費税率（国・地方）＞

9



１０％１０％
５％

５％

３％

（～平成18年度） （平成19年度～）
10%比例税率化

１３％
１０％

５％
０ 200万円 700万円

０ 200万円 700万円

１０％

国（所得税）
国から地方へ
（約3.4兆円）

地方から国へ
（約0.4兆円）

０

国から地方への
税源移譲（３兆円）

<参考>所得税率

10%
20%

30%
37%

４段階

5%
10%

20%
23%

33%
40%

６段階

（平成19年～平成26年）

（～平成18年）

○ 個人住民税は５％、１０％、１３％の累進税率から、１０％比例税率化
○ 一方、所得税は最低税率１０％→５％、最高税率３７％→４０％

（注）平成27年分以後の所得税から
税率45％を加えた７段階となる

○ 個人住民税については、応益性や偏在度縮小の観点から、１０％比例税率化。

○ 個人住民税の税率13%→10%の減収影響は、高額所得者が多い団体に大きく作用する一方、5%→10%の増収影響
は全ての納税者に発生し、全ての団体に作用することから、税収の偏在是正効果が得られる。

個人住民税所得割の10％比例税率化
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（改正前）

税率：4.4％

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税
法
人
税
割

（26年度改正）
消費税８％段階

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税
法
人
税
割

（
国
税
）

地
方
法
人
税 地

方
交
付
税

地
方
団
体
の
財
源

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税
法
人
税
割

（28年度改正）
消費税10％段階

（
国
税
）

地
方
法
人
税

＜税率引上げ＞
4.4％→10.3％

（＋5.9％）

H26.10.1～ H29.4.1～→【改正】H31.10.1～

＜税率引下げ＞
・都道府県分：

5.0％→3.2％（▲1.8％）
・市町村分：

12.3％→9.7％（▲2.6％）

計▲4.4％

＜税率引下げ＞
・都道府県分：

3.2％→1.0％（▲2.2％）
・市町村分：

9.7％→6.0％（▲3.7％）

計▲5.9％

消費税率の引上げと地方法人課税の偏在是正

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

2.6兆円

3.2兆円

制度創設時

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

（
国
税
）

地
方
法
人
特
別
税

（改正前）

（20年度改正）

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

H20.10.1～

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

（国
税
）

特
別
税

地
方
法
人1/3 縮小 廃止

譲与税として、
人口及び従業者数
によりその全額を
都道府県に譲与制度創設時

法人事業税交付金
（法人事業税の5.4%）

2.0%相当分

都道府県から
市町村へ交付

（地方消費税１％相当）
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地方税財政の状況等
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23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 20 

18 18 19 19 20 21 21 21 22 23 25 26 27 27 29 31 31 32 
33 35 36 37 37 

31 31 29 29 28 27 25 23 21 20 17 15 15 14 12 11 11 11 
11 

11 11 11 12 

9 10 10 
11 12 13 

13 14 
14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

13 
13 13 13 12 

5 
5 5 

5 5 5 
5 5 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
6 

6 6 6 6 

85.3 87.1 87.1 
88.5 88.9 89.3 87.6 

86.2 84.7 83.8 83.2 83.1 83.4 82.6 82.1 82.5 81.9 81.9 
83.4 

85.3 85.8 86.6 86.9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 年度

（兆円）

その他

公債費

投資的経費

社会保障関係費等
の一般行政経費

給与関係経費

歳出のピーク

近年の地方財政計画の歳出は、高齢化の進行等により社会保障関係費（一般行政経費に計上）が増加する一方で、
給与関係経費や投資的経費が減少していることから、全体としては抑制基調にある。

地方財政計画の歳出の推移
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臨時財政対策債発行額 ㉚4.0兆円（▲0.1兆円）

（単位：兆円）

歳出

86.9兆円
（+0.3兆円）

給与関係経費
20.3

（▲0.0）

歳入

86.9兆円
(+0.3兆円)

一般行政経費
37.1 (+0.5)

投資的
経 費

11.6
（+0.3）

地方税・地方譲与税等
42.1

(+0.4)

国 庫
支出金

13.7
(+0.1)

地方
債等
10.3

（+0.1）

地方交付税
（法定率分等）

14.6
(+0.4)

※１ （ ）内は平成29年度当初からの増減額
※２ 財源対策債を除く

その他

5.7
(+0.1)

うち まち・ひと・しごと 創生事業費 1.0（同額）
うち 重点課題対応分 0.3（同額）

公債費
12.2

(▲0.4)

＜参考＞折半対象財源不足額 ㉚0.3兆円（▲1.0兆円）

財源
不足
6.2

（▲0.8）

※２

平成３０年度地方財政収支
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1.4 
3.0 

5.9 
4.2 

3.2 2.9 2.6 2.8 

5.1 

7.7 
6.2 6.1 6.2 5.6 

4.5 3.8 4.0 4.0 

14.4 
14.7 

17.4 

14.1 

11.2 

8.7 

4.7 

7.5 

13.4 

18.2 

14.4 
13.7 13.3 

10.6 

7.8 

5.6 

7.0 
6.2 

0

5

10

15

20

H13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（兆円）

○ 近年の地方財政の状況は、厳しい歳出抑制を行ってもなお、継続して巨額の財源不足が生じている。

○ 臨時財政対策債は、地方の財源不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行する地方債

（赤字地方債）であり、平成１３年度以降発行が続いている状況。

地方財政の財源不足の状況

財源不足額

臨時財政対策債の発行額
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○ 地方財政の借入金残高は、近年200兆円前後で推移する中で、臨時財政対策債の残高が増加。

地方財政の借入金残高の状況

「平成30年度地方財政対策等についての共同声明」（抄）（平成29年12月22日 地方六団体）

今後も臨時財政対策債の残高の増加が見込まれることから、地方交付税法の本来の姿に立ち戻り、地方
交付税の法定率の引上げや臨時財政対策債の廃止など特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を
目指していただきたい。

臨時財政対策債に関する地方団体からの要望

52 53 54 

93 90 88 

20 19 19 

32 32 32 

66 67 70
79

91

106

125

139
150

163
174

181
188

193 198 201 201 200 199 197 199 200 200 201 201 201 199 197 195 
192 

34.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

50

100

150

200

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

交付税特会借入金残高（地方負担分）
公営企業債残高（普通会計負担分）
臨財債除く地方債残高
臨財債
地方の借入金残高(企業会計負担分を除く)/GDP

兆円

年度

臨時財政対策債
残高の増加

※１ 地方の借入金残高は、平成28年度までは決算ベース、平成29年度・平成30年度は実績見込み。
※２ ＧＤＰは、平成28年度までは実績値、平成29年度は実績見込み、平成30年度は政府見通しによる。
※３ 表示未満は四捨五入をしている。
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34.5

35.6 35.4
34.5 35.0 35.0

32.9

32.2
33.0

34.2
35.8

39.5 38.9

34.0 33.7 33.5 33.8
34.7 36.0

38.3 38.6
38.7

39.5

15

20

25

30

35

40

45

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(兆円)

地方消費税の創設

（注） １ 表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。
２ 平成28年度までは決算額、29年度は推計額、30年度は地方財政計画額である。
３ 括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を含めたものである。

(34.6) (35.1)(35.1)
(35.5)

(36.7)

(38.4)

(40.4) (40.3) (40.6)

（地財）

(41.5)

（推計）

地方税収の推移

地方法人特別税・譲与税
の創設

所得税から個人住民税
への約３兆円の税源移譲

・地方消費税の税率引上げ(1%→1.7%）
・地方法人税の創設
・地方法人特別税・譲与税の縮小
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0.3 0.3

0.7
0.9

1.1 1.2

0.1
0.1

0.1

0.1

0.1
0.1

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

H24 25 26 27 28 29

0.4

0.8

1.1

1.3
1.3

財源超過額（都道府県分）

財源超過額（市町村分）

※１： 財源超過額は、臨時財政対策債発行可能額振替後の数値であり、一本算定ベースである。

※２： 平成28年度以前は再算定があった場合は再算定後の数値であり、平成29年度は当初算定の数値である。

※３： 特別区の財源超過額については、都区合算により、東京都分として計上している。

※４： 上記の計数は、表示桁数未満四捨五入による。

不交付団体の財源超過額及び基金残高の推移

【財源超過額の推移】 【基金残高の推移】

（単位：兆円）

0.3

〔財源超過額〕

普通交付税の算定における基準財政収入額が基準財政需要額を超える額

1.4 1.4 1.5
1.8

2.3
2.6

1.9 1.9
2.0

2.1

2.4
2.5

3.3 3.3 
3.5 

3.9 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

H23 24 25 26 27 28

（単位：兆円）

都道府県分

市区町村分
5.1

4.6

※１： 各年度とも、平成28年度普通交付税算定における不交付団体の基金残高である。

※２： 基金残高は、財政調整基金及び特定目的基金の合計額である。ただし、東日本大震災分及び

平成28年熊本地震分を含まない。

※３： 上記の計数は、表示桁数未満四捨五入による。
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4.4 4.3 4.2
4.0

4.3 4.4
4.1 3.9

4.2

4.6
4.9 

5.5 

5.3 

4.3 4.2 
4.1 

4.3 
4.5 

4.7 

5.2 
5.3 

0

2

4

6

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

(4.3) (4.4) (4.3)
(4.5)

(4.8)

(5.1)

(5.4)
(5.6)

所得税から個人住民税
への税源移譲

地方法人特別税・譲与税
の創設

地方消費税の創設

（兆円）

＜参考＞不交付団体の税収推移（東京都）

（注） １ 都が特別区において都税として徴収する市町村税相当額を含む。
２ 超過課税及び法定外税を含む。
３ 各年度とも決算額である。
４ 括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を含めたものである。

・地方消費税の税率引上げ(1%→1.7%）
・地方法人税の創設
・地方法人特別税・譲与税の縮小
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＜東京都の財源超過額の推移＞

2,532 

3,309 

7,064 

9,407 

11,436 

11,947 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（億円）

＜参考＞不交付団体の財源超過額、基金残高の推移（東京都）

3,986 4,179 4,552 5,663 6,248 6,274 

9,687 9,622 
10,452 

12,388 

16,426 
19,504 

13,674 13,801 
15,004 

18,051 

22,673 

25,779 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28

特目基金

財政調整基金

（億円）

＜東京都の基金残高の推移＞

（＋3,106）

（＋4,622）

（＋3,047）

（＋127）
（＋1,203）

特定目的基金

財政調整基金

○基金残高増加の主な理由

H25→H26 社会資本等整備基金の積立 ＋1,139億円
防災街づくり基金の新設 ＋1,000億円

H26→H27  防災街づくり基金の積立 ＋2,000億円
人に優しく快適な街づくり基金等（６基金）の新設 ＋1,780億円

H27→H28  福祉先進都市実現基金の積立 ＋2,014億円
無電柱化推進基金の積立 ＋ 700億円

〔財源超過額〕

普通交付税の算定における基準財政収入額が基準財政需要額を超える額

※ 東京都にあっては、地方交付税法第２１条の規定により都及び特別区の基準財政需要額、基準
財政収入額をそれぞれ合算して算定。 20



- 200 000

- 150 000

- 100 000

- 50 000

 0

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

人口の転入超過数

（転入超過数：人）

東京圏

名古屋圏

関西圏

地方圏

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」
東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県
関西圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
地方圏：上記以外の道県 21



道府県別 東京圏への転出超過の割合 （転出超過数/道府県人口） （2016年）

○ 各道府県人口に占める東京圏への転出超過数の割合が多い上位10道府県は、青森県（0.27％）、
秋田県（0.24％）、新潟県（0.23％）、山梨県（0.23％）、宮城県（0.22％）、山形県（0.19％）、茨城県
（0.19％）、栃木県（0.19％）、群馬県（0.19％）の順。（その後、岩手県、静岡県、兵庫県、北海道、大
阪府と続く。）

平成29年10月６日第１回まち・ひと・しごと創生総合戦略の
KPI検証チーム 内閣官房作成資料を一部加工して作成

転出超過数 ： 総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2016年）
人口数値 ： 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（2016年1月1日現在）
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○ 東京圏への転入超過数の大半は20～24歳、15～19歳が占めており、大卒後就職時、大学進学時
の転入が要因として考えられる。
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まち・ひと・しごと創生長期ビジョン

Ⅲ．目指すべき将来の方向

２．地方創生がもたらす日本社会の姿（抄）

地方創生は、地方と東京圏を対立構造とみる「地方VS 東京圏」では決してない。東京圏への人口
流入の問題は、地方にとどまるものではない。少子化の問題を見ても、若い世代がこのまま東京圏
へ流入し続けるならば、子育て支援サービスの不足が続くおそれもあり、また過酷な通勤環境や厳
しい住環境は、子育てと就労の両立の実現を程遠いものとするおそれがある。高齢化の問題も深刻
である。東京圏の人口集中・過密化の是正は、こうした東京圏が抱える課題の解決にもつながるも
のである。東京圏の動向は日本全体の行く末に決定的な影響を与えるだけに、東京圏の人口集中の
是正は国家的な課題であると言える。

（平成26年12月27日閣議決定）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）

Ⅰ．基本的な考え方

２．人口減少と地域経済縮小の克服

経済の好循環が地方において実現しなければ、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済

の縮小が人口減少を加速させる」という負のスパイラル（悪循環の連鎖）に陥るリスクが高い。

そして、このまま地方が弱体化するならば、地方からの人材流入が続いてきた大都市もいずれ衰退

し、競争力が弱まることは必至である。

（平成28年12月22日閣議決定）
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○ 全国知事会会長 「地方自治法施行七十周年記念式典決意表明」（抜粋） （平成29年11月20日）

我々都市自治体は、かねてより地域の実情に応じた少子化対策や地域活性化策を実施し、主体的に人口

減少対策に取り組んできており、また、近年ではそれぞれの地方版総合戦略等に基づき、地方の創意工

夫を活かした施策に鋭意取り組んでいるところである。

しかしながら、少子高齢化の進行や人口減少の傾向に大きな変化はなく、東京一極集中の流れは依然

として歯止めがかからない状況であり、この流れを変えることが急務となっている。

地方創生への対応は、個々の自治体や一地方だけでは限界があり、国・都道府県・市町村等がそれぞれ

の役割分担を踏まえつつ、相互に連携を図りながら、様々な課題に一体となって積極的に取り組むことが

重要である。

○ 全国市長会 「地方創生の推進・分権型社会の実現に関する決議」 （抜粋） （平成29年11月16日）

地方団体の意見

もう一つは、地方公共団体は地方自治の歴史とその責務の重さを自覚し、全ての公共団体が連携、共同

して共生社会を作り上げるべきという決意です。自治は、一人では為し得ません。多くの人が相手を思い

やって支え合って初めて実現されるものです。ならば、地方公共団体も自治の担い手として、都市も地方

も、大きな地方公共団体も小さな地方公共団体も支え合い連携を強めてこそ、真の地方自治が実現できる

と考えます。
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都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

少子高齢化が加速する中、地域の実情に応じたきめ細かな行政サービスを地方公共団体
が安定的に提供していくための基盤として、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を
構築することはますます重要性を増している。こうした観点から、消費税率引上げに併せ、
法人住民税法人税割の地方交付税原資化を段階的に進めるなど、地方税源の偏在是正に取
り組んできたところである。

近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力
格差は再び拡大する傾向にある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額が拡大
し、その基金残高も大きく増加している。一方、交付団体においては、臨時財政対策債の
残高が累増するなど、厳しい財政運営が続いている状況にある。

地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊かな地方公共団体の
みが発展するのではなく、都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、
各地方においていきいきとした生活が営まれることは、都市が将来にわたり持続可能な形
で発展していくためにも不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税体系の構築
に向けて、新たに抜本的な取組みが必要である。

こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新た
な措置について、消費税率10％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業
税に復元されること等も踏まえて検討し、平成31年度税制改正において結論を得る。

平成30年度税制改正大綱（抜粋）

平 成 2 9 年 1 2 月 1 4 日
自 由 民 主 党
公 明 党
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第一 今後の地方税制の改革にあたっての基本的な考え方

４ 偏在性が小さく税収の安定的な地方税体系

地域間の財政力格差が拡大することは、国民間の生活環境や教育・人材育成等における格差
の問題を増幅させるほか、人口減少問題や、農地・森林等の国土の適切な管理・利用に係る問
題を拡大させることにつながる。税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築し、
地域間の財政力格差を縮小していくことは、ますます重要性を増している。こうした望ましい
地方税体系の確立に向けた一層の取組が求められる。

第二 平成３０年度地方税制改正等への対応

５ 地方法人課税

地方税源の偏在是正については、消費税率８％段階において、地域間の税源の偏在性を是正
し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引下げに併せて、地方法人税
の創設及びその税収全額を交付税原資化する措置が講じられたところである。

消費税率10％段階においては、法人住民税法人税割の更なる交付税原資化を行うこととされ
ており、着実に実施すべきである。

地方法人課税は、税収の年度間の変動が大きく、偏在度も高いことから、税源の偏在性が小
さく税収が安定的な地方税体系の構築のためには、更に適切な措置について、今後、検討する
ことも必要である。

平成３０年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見（抄）＜H29.11.21＞
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法人課税の概要

× ＝
税率

２３．２％ 法人税額

法人税割

均 等 割

×

９．７％×

３．２％県

市

所 得 割

所 得 割

外形標準
課税

付加価値割

資 本 割

９．６％×

収 入 割

０．５兆円

１．６兆円

０．６兆円

１．５兆円

１．２兆円

０．７兆円

２．３兆円

０．３兆円

※ 税収はH30収入見込額。なお、端数処理の関係で、計が一致しない場合がある。
※ 地方法人税、法人住民税（県・市）の（ ）内の税率は、平成31年10月1日以後に開始する事業年度から適用。

法人税
（国）

法人住民税
（県・市）

法人事業税
（県）

６．１兆円
（２．０兆円）

２．６兆円

１２．２兆円

※（ ）内は地方法人特別税（内数）

０．７兆円

× ３．６％

× １．２％

× ０．５％

１．３％×

【資本金１億円超の普通法人】

【資本金１億円以下の普通法人・公益法人等】

付加価値額
（収益配分額＋単年度損益）

資本金等の額

収入金額

法人税額

法人税額

【電気供給業・ガス供給業・保険業を営む法人】

※ 税収の33.1％は地方交付税の原資

地方法人税
（国）

法人税額 × ４．４％
※ 税収の全額が地方交付税の原資

法人住民税法人税割の一部を国税化したもの

所得

所得

所得

（㉛～ １０．３％）

（㉛～ ６．０％）

（㉛～ １．０％）
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法人住民税

均等割

○ 法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広
く負担を求めるもの。

○ 法人住民税には、道府県民税と市町村民税がある。それぞれ均等割、法人税割があり、
事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村が課税するもの。

［税収］

都道府県： 6,250億円

市 町 村：19,094億円

［税率］道府県民税：法人税額の3.2％［法人所得の0.75%相当］(制限税率4.2%）

市町村民税：法人税額の9.7％［法人所得の2.27%相当］(制限税率12.1%）

［税率］ 道府県民税:２～80万円(制限税率なし）

市町村民税:５～300万円(制限税率は標準税率の1.2倍）

［税収］ 都道府県：1,423億円 市町村：4,169億円

［税収］都道府県：4,826億円 市町村：14,924億円

＊税収は、平成28年度決算額（超過課税を含まない。）

法人住民税の概要

資本金等の額、従業者数に応じて定額の負担を求めるもの

法人税額に応じた負担を求めるもの法人税割
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地方法人

特別税

2.9％相当

○ 法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税であり、法人がその事業活動を行うに当
たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべき
であるという考え方に基づき課税されるもの。
（注）法人事業税の負担額は法人所得計算において損金算入される。

○ 法人事業税は、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税するもの。

○ 消費税を含む税体系の抜本改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分
離して、地方法人特別税として課税。(平成20年10月１日以後に開始する事業年度から適用。平成26年10月1日以後に開始する
事業年度から地方法人特別税の規模を1/3縮小し、法人事業税に復元。平成31年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税を廃止し、
法人事業税に復元。)

(注１）特別法人（農協・漁協・医療法人等）については4.6%の税率が適用される(本則6.6%)。
（注２）所得課税分の税率は年800万円を超える所得金額に適用される税率。

※ 税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率である。
※ 法人事業税の制限税率は、標準税率の1.2倍。（地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後における、資本金１億円超の普通法人の所得割については２倍）

地方法人特別税

2.9％相当

地方法人特別税
0.4％相当

所得課税（本則9.6％）

6.7％ (注２)

収入金額課税（本則1.3％）

0.9％

法人事業税の概要

外形標準課税

付加価値割

1.2％

資本割

0.5％

法人事業税

資本金１億円超の普通法人

電気供給業・ガス供給業

・保険業を営む法人

資本金１億円以下の普通法人や

公益法人など（注１）

［税収］39,033億円
※平成28年度決算額
（超過課税分を除く。）

22,192億円
うち 所得割 11,174億円

付加価値割 7,206億円
資本割 3,812億円

14,223億円

2,618億円

(参考１) 地方法人特別税
17,816億円
※平成28年度決算額

（参考２）法人事業税と
地方法人特別税の合計額

56,849億円

所得課税
（本則3.6％）

0.7% (注２)
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（注）１ 28年度までは決算額であり、超過課税等を含まない。また、29年度及び30年度は地方財政計画額である。
２ 地方税においては、３月決算法人等の税収が翌年度の歳入となるため、制度改正の影響の大半は、翌年度以降に発生することに留意。
３ 21年度以降の法人事業税収は、地方法人特別譲与税を加算した額である。
４ 27年度以降の法人住民税収は、地方法人税を含んでいない。

法人事業税率（％）

（参考）法人税率（％）

地方税収入に占める割合（％）
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地方法人二税（法人事業税・法人住民税）の税収の推移
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税制の抜本的な改革に
よる法人税率引下げ

課税ベースの適正化と併せ、法人税・
法人事業税の税率引下げ 課税ベースの拡大等と併

せ、法人実効税率の引下げ

地方法人特別税・譲与税の創設

地方法人税の創設

課税ベースの拡大等（外形標準課税
の拡大など）と併せ、法人税率及び法人
事業税所得割の税率引下げ

さらなる法人税・法人事業税の税率引下げ
（国際水準並みへの引下げ）

外形標準課税の導入

8.7

▶

▶

8.7
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地方法人課税における税源の偏在を是正する
新たな措置に向けた検討について

平成３０年５月２３日（水）

全国知事会 地方税財政常任委員長 石井 隆一

資 料 ３



「平成30年度税財政等に関する提案」（抜粋）

Ⅲ 税制抜本改革の推進等

１ 消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴う対応等

（２）税源の偏在是正措置の確実な実施等

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直すことにより税源の偏在性
を是正する方策を確実に講ずるべきである。
なお、地方法人課税のあり方の見直しにあたっては、法人が地方団体の行政サービスの提供を受けている

こと、地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等による税源涵養のインセンティブになっている面もある
ことなどを踏まえ、今後の地方法人課税のあるべき全体像を見据えた検討が必要である。
地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい税ではあるものの、一人当た

り税収で最大２倍の格差が存在していること、さらに、不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る
地方消費税の増収が生じる一方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財政対策債の減
少等により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格差がさらに拡大するといった
課題が生ずる。偏在性の小さい地方消費税においても、このような課題を抱えていることから、今後増加す
る社会保障関係費の財源を確保するため、消費税・地方消費税率をさらに引き上げる場合には、引上げ分の
全てを国の消費税とし、そのうちの一部を地方交付税としたほうがよいのではないかという議論につながる
おそれもあり、これは、地方分権の観点からは必ずしも好ましいことではない。また、地方法人特別税のよ
うに地方税を単純に国税化し、偏在是正の財源として活用することは、暫定措置としてはともかく、地方分
権の観点に沿った税制のあり方としては適切ではない。大都市圏の都府県からは本来地方税の充実によって
対応すべきとの意見もあるが、今後も地方分権改革を進め、地方税源の更なる充実を実現していくためには、
地方消費税率の引上げと併せて税源の偏在是正策を講ずることが必要不可欠である。
平成28年度税制改正において、地方法人特別税・譲与税が廃止され、それに代わる税源の偏在是正措置と

して、また、消費税・地方消費税率８％段階の措置に引き続き10％段階における偏在是正措置として、法人
住民税法人税割の一部の地方交付税原資化をさらに進めることとされた。
消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴い、これら地方法人課税のあり方の見直しによる税源の偏在是

正措置も延期され、平成31年10月の税率引上げ時に施行されることとなっており、今後、その効果等も踏ま
え、引き続き、より税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けて検討すべきである。
なお、偏在是正により生ずる財源については必要な歳出を地方財政計画に確実に計上するとともに、

地方の経済や財政の状況等にも留意して、実効性のある偏在是正措置とすべきである。

平 成 2 9 年 1 1 月
全 国 知 事 会



■ 地方法人課税の偏在是正について

○ 全国知事会においては、地方分権改革を進め地方税源の更なる充実を実現していくために

は、偏在性の小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて検討すべきであるとともに、

偏在是正により生ずる財源については必要な歳出を地方財政計画に確実に計上し、地方の経

済や財政の状況等にも留意して実効性のある偏在是正措置とすべきであり、その際には、法

人が地方団体の行政サービスの提供を受けていること、地方法人課税が地方団体にとって企

業誘致等による税源涵養のインセンティブになっている面もあることなどを踏まえ、今後の

地方法人課税のあるべき全体像を見据えた検討をすべきと提言してきたところである。

○ 平成31年度税制改正に向けて、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正

する新たな措置について検討するにあたっては、全国知事会の提言も踏まえた検討をお願い

したい。

平成29年12月14日

全国知事会 会長

京都府知事 山田 啓二

全国知事会 地方税財政常任委員会委員長

富山県知事 石井 隆一

「平成30年度与党税制改正大綱」について（抄）



新しい地方税源と地方税制を考える研究会について

○ 設置目的

地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめとした地方の増大する役割に対応するため、地方
分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、地方税の充実のために新しい地方税源及び地方税制につい
て幅広く検討するため、全国知事会地方税財政常任委員会に「新しい地方税源と地方税制を考える研究会」
を設置する。

○ 検討事項

魅力あふれる地域づくりのため、訪日外国人旅行者の大幅な増加等への対応、環境負荷軽減や循環型社会
実現に向けた３Ｒの推進、ＩＴ社会の進展を踏まえた取組みなど、地方が新たな行政需要に対応するための
財源としての新たな税源と地方税制について幅広く検討する。

○ 研究会構成委員 （敬称略・五十音順、◎は座長）

青木 宗明 （神奈川大学経営学部 教授）
井手 英策 （慶応義塾大学経済学部 教授）

◎神野 直彦 （日本社会事業大学 学長 、東京大学 名誉教授）
関口 智 （立教大学経済学部 教授）
谷 隆徳 （日本経済新聞社 編集委員兼論説委員）
沼尾 波子 （東洋大学国際学部 教授）
半谷 俊彦 （和光大学経済経営学部 教授）
星野菜穂子 （和光大学経済経営学部 教授）
吉村 政穂 （一橋大学大学院法学研究科 教授）

○ 開催実績及び今後の予定

開催日 議題 開催日 議題

第１回 H28.12.15
・座長選任
・意見交換（地方税の現状と変遷、地方における
新たな行政需要、海外における税の事例 等）

第４回 H29.6.28
・地方消費税の清算基準の見直しについて
・中間論点整理について

第２回 H29.4.14
・調査結果等の報告（海外における税の事例、
地方における新たな行政需要 等）

・論点の整理（宿泊税、廃棄物処理に係る税 等）
第５回 H30.4.4

・報告書(案)について
・今後の検討課題（地方法人課税等）について

第３回 H29.5.22

・地方税制に関する最近の動向について（地方消
費税の清算基準、地方法人課税の偏在是正）

・海外における税の事例について
・中間論点整理（案）について

今後の
予定

H30.
夏～秋

・地方法人課税の偏在是正について、議論
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